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導入促進基本計画の同意について 

 

 

 中小企業等経営強化法第４９条第 1項の規定に基づき、令和５年５月１８日をもっ

て同意に係る協議のあった導入促進基本計画については、同条第３項の規定に基づき

同意する。 

 

 



様式第 20

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の協議書

令和５年５月１８日

近畿経済産業局長 伊吹 英明 殿

熊取町長 藤原 敏司

中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づき、別紙の導入促進基本計画の

同意を得たいので協議します。



別 紙

導入促進基本計画

１ 先端設備等の導入の促進の目標

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等

本町の人口は平成 16 年（2004 年 12 月）、約 45,000 人をピークに減少に転じてお

り、令和５年４月末日時点（約 43,000 人）ではピーク時より約 2,000 人もの減少と

なっている。また高齢化比率も増加傾向にあるなど、人口の減少や人口構成の変化に

より、まちの活力を維持することが喫緊の課題である。

町の産業構造は、卸売・小売業２０．０％、サービス業１６．７％、製造業１０．

０％、飲食業１０．６％、建設業１０．２％となっており（平成２８年経済センサス

活動調査より）町内事業所数を平成 26 年と平成 28 年を比較すると、事業所数は減少

している。

以上から、本町の事業所数の減少を解消し、雇用を確保するため、本町経済の活性

化及び産業の発展を促進する目的で、先端設備等の導入を支援するとともに、中小企

業者の労働生産性向上を図る必要がある。



（２）目標

先端設備を導入することで、少子高齢化や人材不足など厳しい事業環境を乗り越

える労働生産性の高い中小企業を増やし、地域経済の更なる発展を目指す。

これを実現するための目標として、計画期間中に５件の先端設備等導入計画の認定

を目標とする。

（３）労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関

する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。

２ 先端設備等の種類

本町産業は、卸売・小売業、サービス業、製造業など多様な業種が本町の経済及び

雇用を支えられているため、本計画において対象とする先端設備等の種類は、中小企

業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備全てとする。

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

（１）対象地域

熊取町内の中小企業が設備投資を行いやすい環境を整備することで、労働生産性の

最大限の向上を目指すことから、本計画において対象となる区域は、熊取町内全域と

する。

（２）対象業種・事業

本町産業は、卸売・小売業、サービス業、製造業など多岐に渡っており、多様な業

種が本町の経済及び雇用を支えている。いずれの産業も本町の地域経済、地域雇用、

地域文化などにとって欠かせないものであるため、多様な設備投資を支援する観点

から、全業種を対象とする。

また、生産性向上に向けた事業者の取り組みは、先端設備の導入による業務の効

率化、省エネの推進など多様であるため、本計画において対象となる事業は、労働生

産性が年率３％以上向上すると見込まれる事業全てとする。

４ 計画期間

（１）導入促進基本計画の計画期間

令和５年６月２６日から令和７年３月３１日までとする。

計画期間は原則として２年間であるところ、町全体及び商工労働分野における施策の

方向性が会計年度等の始期である４月に切り替わることから、これらとの協調・連動

を図るため、本計画の終期を令和７年３月３１日とする。



（２）先端設備等導入計画の計画期間

３年間、４年間、５年間とする。

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項

①人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の

安定に配慮する。

②公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端

設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。


